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京田辺市立小学校保護者 様 
京田辺市立中学校保護者 様 

 
京田辺市教育委員会 

 
熱中症特別警戒アラート発表時の対応について 

 
平素は、本市教育行政の推進にご理解とご協力を賜り、厚くお礼を申し上げ

ます。 

さて、令和６年度から従来の熱中症警戒アラートに加え、「熱中症特別警戒

アラート」の運用が開始されることとなりました。 
当該特別警戒アラートは、過去に例のない広域的な危険な暑さにより、熱中

症による人の健康に係る重大な被害が生じるおそれがある場合に発表されるこ

とを踏まえ、発表時には下記のとおり取り扱います。 
保護者の皆さま方におかれましては、ご理解、ご協力を賜りますよう、よろ

しくお願い申し上げます。 
 

記 
 
１ 発表時の対応 
 

市立小中学校、幼稚園は臨時休業とします。 
土日祝日及び長期休業日の場合は、学校行事・部活動等の教育活動を中止と

します。 
ただし、中学校部活動における大会は主催者の判断に従うものとします。 

 
２ 臨時休業の決定 
 
  熱中症特別警戒アラートは前日午後２時頃に発表されるため、発表に伴い

翌日を臨時休業とします。 



     
 

 
３ 留守家庭児童会の対応 
 

熱中症特別警戒アラート発表時には、市立小中学校、幼稚園と同様に臨時休

業となります。 
 

 
４ 熱中症予防に対する措置判断について 
 
  小中学校・幼稚園では、暑さ指数（ＷＢＧＴ）に応じて、別添の注意事項

等を参照に教育活動の内容を判断します。 
ただし、運動については、屋内外を問わず以下のとおりとします。 

 
・暑さ指数 33 以上：運動を禁止 

・暑さ指数 31 以上：特別の場合※以外は運動を中止 
 

※特別の場合とは、医師、看護師、熱中症の対応について知

識があり一次救命処置が実施できる者のいずれかを常駐さ

せ、救護所の設置、及び救急搬送体制の対策を講じた場合、

涼しい屋内で運動する場合等のことです。 

 

＜問い合わせ＞ 
京田辺市教育委員会学校教育課 

電話：0774-64-1392 


